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今月の税金　　●軽自動車税　全期
　　　　　　　●固定資産税　1期
納付期限（口座振替日）は、6月 2日です。

　○納税相談について

　病気や経営不振などの理由により、市税の納付についてお困りの場合は、お早めに収納対策課へ

ご相談ください。事情により、次のような措置をとることができます。

   分割納付

　納付困難であるが納税の猶予要件に該当しない場合には、申出により状況にあった金額を計算し

て、数回に分けて納税することができます。

 納税の猶予

　納税者等からの申請に基づいて、次の事由があると認められる場合に、原則として 1年以内に限

り納税の猶予ができます。

（１）災害や盗難にあったとき

（２）本人や家族が病気にかかった、または負傷したとき

（３）事業の休止・廃止、またはその事業につき著しい損失を受けたとき

（４）以上に類する事実があるとき

 市税の減免

　納税者が、次のような用件に該当したときに市税等の減免が適用されます。ただし、減免できる

のは納期限が過ぎていない税金に限られます。既に納期限が過ぎ滞納となった税金は減免の対象と

なりません。

（１）生活保護法による扶助を受けたとき

（２）その年の収入がなくなったことなどにより、生活が著しく困難になったとき

（３）災害等にあったとき

●納税相談も無く市税等を滞納していると、延滞金が加算されるだけでなく、差押などの滞納処分

がなされることがありますので、お早めにご連絡ください。

　○滞納処分について

　市では、納税の公平性を保つため、再三の催告等にも応じない市税等の滞納者に対しては、やむ

をえず滞納処分を実施することになります。昨年度１年間の滞納処分件数は２８４件執行されました。

【問合せ】収納対策課（麻生庁舎）　 ☎ 0299-72-0811



○平成２０年度　身体障害者に対する軽自動車税の減免申請
について
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○ 固定資産税の発送は５月１７日の予定です。

 納税の方法

　市役所から送付された納税通知書により、納めていただくことになっています。

　納付場所は、最寄りの銀行・郵便局・市役所窓口でしたが、平成 20 年度分の納付書から新

たにコンビニエンスストアでも納付することが出来るようになりました。納付書の注意書きを

ご確認の上でご利用下さい。

期別と納期限

　全　期　　平成 20年 6 月 2 日（月）（納付額は、年税額から前納奨励金を差し引いた額となります。）

　第 1期　　平成 20 年 6 月 2 日（月）

　第 2期　　平成 20 年 7 月 31 日（木）

　第 3期　　平成 20 年 9 月 30 日（火）

　第 4期　　平成 20 年 12 月 1 日（月）

   課税明細

　課税明細（土地家屋１筆１棟の詳細）は納税通知書と一緒になっていますので、ご確認のう

え大切に保管してください。（事業用の税金分は租税公課として経費に算入できます。）

【問合せ】　税務課（麻生庁舎）　資産税グループ　☎ 0299-72-0811

　身体障害者等で歩行が困難な方を対象に軽自動車税の減免を行っています。

　平成２０年度の減免を受けようとする方は，市役所税務課（総合窓口課）へ申請してください。

　提出書類

　・軽自動車税減免申請書（各庁舎窓口に用意）　　・身体障害者手帳等

　・運転免許証　・印鑑

　締め切り　　5月２７日（火）　※納期限７日前

【申請窓口】

　　麻生庁舎　総合窓口課　TEL0299-72-0811

　　北浦庁舎　総合窓口課　TEL0291-35-2111

　　玉造庁舎　総合窓口課　TEL0299-55-0111

【問合せ】　税務課（麻生庁舎）　市民税グループ　☎ 0299-72-0811
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不動産公売に参加してみませんか！
□茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。

□下記のホームページにアクセスしていただければ詳しい内容がご覧いただけます。

【公売日】平成２０年６月３日（火）

公売場所　茨城県水戸合同庁舎

　　　　　２階大会議室

受付時間　午後 0時 50 分から

入札時間　午後 1時 20 分から

　　　　　午後 2時まで

※入札する物件が農地の場合は、行方市農業委員会の

発行する「買受適格証明書」が必要となります。

※法令規定等により、買受人になることができない場

合がありますので、事前に確認してください。

※落札できなかった入札者の公売保証金は、公売終了

後に返還されます。

※公売は中止になる場合があります。

公売対象不動産
売却区分番号　２０－２４
土地
所　　在　　行方市船子字常右衛門屋敷３６３番地１

地目面積　　山林（現況宅地）　２１１㎡

建物
所　　在　　行方市船子字常右衛門屋敷３６３番地１

　　　　　　行方市船子字常右衛門屋敷３６３番地２

家屋番号　　３６３番１

種類構造　　居宅・店舗、木造スレート葺 2階建

床 面 積　　１階 119.00㎡　　2階 21.11㎡

見積金額　　2,500,000 円（公売保証金　250,000 円）

売却区分番号　２０－１８
土地
所　　在　　行方市小貫字神田２４９番地
地目面積　　畑　　１, ７１１㎡
見積価格　　380,000 円
　　　　　　（公売保証金　40,000 円）

茨城租税債権管理機構  ☎０２９－２２５－１２２１

水戸市棚町１－３－１（茨城県水戸合同庁舎内）

http://www.ibaraki-sozei.jp/

　飼い犬・飼い猫は終生飼養が原則ですが、やむを得ず飼えなくなった場合、次の日程で引

き取りを行う予定です。

場　所　北浦庁舎裏　車庫前

日　程　午後 2時 10 分～ 2時 30 分

　　　　4/15・5/20・6/3・17・7/1・15・29・8/26・9/9・10/7・21・11/4・18・12/2・1/6

　　　　1/20・2/3・17・3/3・17（すべて火曜日）

料　金　犬・猫とも同額（生後 3ヶ月未満 400 円、3ヶ月以上 2,000 円）

問合せ　茨城県動物指導センター　☎　0296-72-1200

　　　　環境課（北浦庁舎）　　　 ☎　0291-35-2111

犬・猫の引き取り

【問合せ】


